
健康増進課（保健センター）
☎ ６８２‒２５８９　

こども政策課
☎ ６８1‒１１２５

学校教育課
☎ ６８6‒６６２０

福祉課
☎ ６８1‒１１６０

ちゅうりっぷ
☎ 686－2220（養徳園）

こども発達支援センター ぴーち ☎ 678‒8300

こどもの広場 ぱいん ☎ 678‒8517

グローバルキッズメソッドさくら店☎ 689‒8397

グローバルキッズメソッド新さくら店 ☎ 612‒4642

SSTスクールふたば教室 ☎ 678‒8866

子育てに関する不安や悩み
などの相談に応じます。

さくら市役所
相談窓口

ファミリーサポートセンター
☎ 682‒2217（社会福祉協議会）

　子育て世代包括支援センターとして育児
に関する様々な相談に応じます。
・保健師や助産師による相談
・育児に関する情報提供
・保健医療、福祉関係機関との連絡や
調整

　各種手続きを受け付けます。
・保育園、一時預かり保育の手続き
・児童手当、児童医療費助成に関することなど
　　　家庭相談員が相談に応じます。
　　　　　・育児の悩みやDV、児童虐待
　　　　　 に関すること

　小中学生に関する相談や、各種手続きに
対応します。
・不登校に関することや様々な悩み相談
・就学援助制度や転入・転学の手続きなど

★子育てをするための支援ネットワーク
※会員になるには登録が必要

★こんな時に利用できます。
・残業や出張で保育園や学童保育のお迎えが間に

合わない。

・歯医者に行っている間、子どもを預かってほしい。

・冠婚葬祭や学校行事の時に預かってほしい。

★さくら市在住・在勤で、生後６か月から小学校

６年生までのお子さんをお持ちの方が利用でき

ます。

　各地区にいる民生委員・児童委員と相談
するための窓口です。
・地域の身近な相談役として、皆さまから受け
た相談に応じて、適切な専門機関や福祉サービ
スを案内します。民生委員・児童委員には守秘
義務がありますので、安心してご相談ください。

放課後等デイサービスや児童発達支援等をしています。
詳しくは各事業所へお問い合わせください。

★福祉、心理、教育の専門スタッフが保護者から
　の相談を受け付けます。
★児童養護施設にて一時的に預かるサービス
　（家庭において児童の養育が困難になった場合）
　・ショートステイ（７日以内の短期預かり）
　・トワイライトステイ（夜間や休日の預かり）

子育ての
サポートを
依頼したい
〈利用会員〉

子育ての
サポートを
提供したい
〈提供会員〉

相  談  機  関

「児童通所支援」を実施している事業所
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